
海旅－１ 

１ 旅客船事業の現況 

管内における旅客船事業は、淡路島、小豆島、家島諸島、四国、九州方面への旅客輸送及び自動

車航送を行っているもののほか、関西国際空港へのアクセス事業、神戸港、姫路港、及び東播磨港

における通船事業並びに神戸港、山陰海岸、鳴門海峡での遊覧船事業がある。 

 

第１図 管内の一般旅客定期航路                 （令和４年５月１日現在） 
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(1) 旅客船事業者数及び航路数 

所管事業者数及び航路数の状況は、第１～２表のとおりである。 

管内の令和４年４月１日現在の事業者数及び航路数は、一般旅客定期航路事業１０社、１３航

路（内、フェリーは１社、１航路）、旅客不定期航路事業は１７社、３８航路である。 

 

第１表 旅客船事業者数                    （各年度とも４月１日現在） 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

旅客定期航路事業 １１ １１ １０ １０ １０ 

旅客不定期航路事業 １８ １７ １８ １６ １７ 
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第２表 旅客船航路数                     （各年度とも４月１日現在） 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

旅客定期航路事業 １４ １４ １３ １３ １３ 

旅客不定期航路事業 ４０ ３８ ３８ ３６ ３８ 

 

 

(2) 旅客船事業の増減状況等 

令和３年度における旅客船事業の増減状況は、第３表のとおりである。 

第３表 旅客船事業の新規許可航路（所管航路） 

事業区分 事業者名 航路名 許可年月日 
事業開始 

年月日 

旅客不定期航路事業 ジョイポート淡路島(株) 岩屋港起点野島沖周遊 Ｒ３．７．５ Ｒ３．７．１６ 

旅客不定期航路事業 (株)赤とんぼ観光 播磨灘周遊 Ｒ４．３．１５ Ｒ４．４．１ 

 

(3) 輸送実績の推移 

管内発着航路の輸送実績(方面別・生活離島航路・神戸港起点遊覧船)の過去５年間の推移は、

第２～６図のとおりである。（旅客には旅客輸送人員と航送旅客輸送人員を含む） 

令和３年度における管内発着全航路（遊覧船等の不定期航路を含む）の輸送実績は、旅客 

２，４２９千人（１１２．２％）、自動車５４１千台（１１２．３％）となっている。（（ ）

内は対前年度比を示す。以下同じ。） 

 

第２図 管内発着航路の輸送実績
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前述を方面別等に見た場合、九州方面の輸送実績は、旅客５２０千人（１２０．４％）、自動

車３３３千台（１０７．３％）となっている。 

 

第３図 方面別輸送実績（九州方面） 

 

 

同様に淡路・四国方面の輸送実績は、旅客９２２千人（１１７．９％）、自動車２０８千台

（１２１．４％）となっている。 

 

第４図 方面別輸送実績（淡路・四国方面） 
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生活離島航路、家島諸島の輸送実績は、旅客５６０千人（１０３．１％）となっている。また、

沼島の輸送実績は、旅客１１７千人（１１１．４％）となっている。 

 

第５図 生活離島航路輸送実績（家島諸島・沼島） 

 

 

神戸港起点遊覧船の輸送実績は、旅客１４２千人（８０．４％）となっている。 

 

第６図 神戸港起点遊覧船の輸送実績 
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２ 不開港場寄港及び沿岸輸送特許 

 

船舶法第３条ただし書きの規定による外国籍船舶の不開港場寄港特許及び沿岸輸送特許に係る特

許通知書交付件数の推移は、第７～８図のとおりである。また、神戸運輸監理部が許可した沿岸輸

送特許における貨物輸送量及び旅客輸送人員の推移、不開港場寄港特許における仕向港別内訳、沿

岸輸送特許における輸送先別内訳は、第９～１２図のとおりである。 

 

第７図 不開港場寄港特許通知書交付件数 

 

 

第８図 沿岸輸送特許通知書交付件数 
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第９図 沿岸輸送特許における貨物輸送量 

 

 

第１０図 沿岸輸送特許における旅客輸送人員 
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第１１図 不開港場寄港特許における仕向港別内訳 

 

 

第１２図 沿岸輸送特許における輸送先別内訳 
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３ 海事思想の普及 
四面を海に囲まれた我が国にとって、海は国民生活と密接に結びついており、我が国の経済、国

民生活を支えるためには、広く国民の関心を海に向ける必要がある。そのため、神戸運輸監理部で

は、海洋国家日本の発展に資するよう、海事産業の活性化、海洋環境の保全、海上における安全確

保等に関して海事思想の普及を図っている。 

今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため度重なる行動制限があったが、地域の海事関

係者等と協力・連携のうえ種々行事を企画し、海事思想の普及の取り組みを実施した。 

具体的には、海の日にあわせて海や港で働くエッセンシャルワーカーに向けた感謝のメッセージ

を募集し、（公社）神戸海事広報協会が運営する「海の日チャンネル」で公開した。また、海の日

の広報企画として（公社）神戸海事広報協会、神戸旅客船協会及び神戸港を周遊する観光船２社の

協力の下、海の日の小学生乗船無料キャンペーンに合わせて、神戸港観光船に関する利用者アンケ

ートを実施した。さらに（公社）兵庫県バス協会や令和３年４月から都心～ウォーターフ ロント

間において運行開始した連節バスのバス会社の協力も得て、連節バスを利用して無料キャンペーン

に参加された方へのグッズ配布など、利用者促進を図りながら海事広報を実施した。 

また、海事施設見学会については、当運輸監理部の出前授業を受講し、神戸港や船員の仕事につ

いて学習した児童館の児童等を対象に、次の段階として児童２０人と保護者１４人の参加を得て、

実際に遊覧船に乗り明石海峡を通航する船舶の見学や船長から船の仕事についての説明や質疑応答

に加え、大阪湾海上交通センターでその役割や海洋環境問題について学習するなど更に知見を深め

る企画を実施した。なお、関西クルーズ振興協議会の行事は開催されなかった。 

 

４ 感染症拡大防止対策に関する補助制度 
令和３年度に、離島航路事業者等が行う経営改善計画（感染症拡大防止に対策を含む）に関する

補助金制度が創設され、管内旅客船事業者による利用があった。 

 

(1) 令和３年度１次補正 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金 

（情報化・データ化等による地域交通の経営改善支援事業） 

(2) 補助概要 

補助対象事業者 

・離島航路事業及び離島航路事業とみなすこととされている事業を営む者 

補助対象事業内容 

・公共交通のデジタル化・システム化に要する費用並びにこれらの技術研修及び調査費用 

・感染症拡大防止対策のための設備の導入等に要する費用 

(3) 利用社数 

３社 
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１ 内航海運の現況 

  (1) 内航海運登録事業者数等 

     管内の内航海運事業者数は、第１図のとおりである。 

 

第１図 管内の内航海運事業者数の推移（各年度末現在） 
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(3) 船種・船型別船腹量及び隻数 
       令和３年度末の管内の所有船舶の船種・船型別船腹量及び隻数は第２表のとおりである。  

 
  第２表 船種・船型別船腹量及び隻数 （令和４年３月末現在）   

船腹量区分及び隻数 貨物船 

土・砂

利・石

材   

専用船 

セメン

ト専用

船 

自動車

専用船 
油送船 

特殊タ

ンク船 
合 計 

100G/T

未満 

船腹量

（G/T） 
1,661 150 0 0 356 0 2,167 

隻数(隻) 59 2 0 0 6 0 67 

100～

499G/T 

船腹量

（G/T） 
60,014 15,557 0 0 9,671 864 86.196 

隻数(隻) 168 34 0 0 26 2 234 

500～

699G/T 

船腹量

（G/T） 
6,552 0 0 0 1,100 1,226 8,878 

隻数(隻) 11 0 0 0 2 2 15 

700G/T

～ 

船腹量

（G/T） 
77,304 8,218 9,957 0 25,393 6,949 127,821 

隻数(隻) 35 5 1 0 7 3 51 

合 計 

船腹量

（G/T） 
145,531 23,925 9,957 0 36,520 9,039 225,062 

隻数(隻) 273 41 1 0 41 7 363 

 

(4) 自家用船舶使用届出状況（100 総トン以上） 

管内の自家用船舶の使用届出状況は、第２図のとおりである。 

 
  第２図 管内の自家用船舶使用届出状況 （各年度末現在）  
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(5) 内航海運業地区別登録事業者分布状況 

管内の内航海運業地区別登録事業者分布状況は、第３図のとおりである。 
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第３図 管内の内航海運業地区別登録事業者分布状況（令和４年３月末現在） 
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２ 貨物利用運送事業の現況 

     管内の貨物利用運送事業者数は、第４図のとおりである。 
（ただし、内航運送及び外航運送に係る第一種貨物利用運送事業者に限る。） 

第４図 管内の貨物利用運送事業者数の推移（各年度末現在）  

 
 
 

３ 港湾運送事業の現況 
（1） 港湾運送事業者数・許可数  

管内の指定港湾各地における許可数及び店社数（事業者数）等の推移は第５図から第７図のと

おりである。 

 

第５図 管内の港湾運送事業者の許可数及び店社数の推移  （各年６月１日現在） 
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第６図 管内の検数・鑑定・検量事業者の店社数と許可数の推移  （各年６月１日現在） 

                                 注．検数・鑑定・検量事業については全国一律許可 

 

 

第７図 管内の港湾運送関連事業者の店社数と届出数の推移  （各年６月１日現在） 

 

 

 (2) 港湾運送実績 

    ※（ ）内％は対前年度比を示す 

管内の港湾運送事業法の指定港である神戸港、尼崎西宮芦屋港、姫路港及び東播磨港の船舶積卸

実績は、第８図から第１１図のとおりである。  

神戸港における令和３年度の総取扱貨物量は、８５，２６０千トン（１１０．２％）であった。

品目別では、コンテナ貨物７０，９９８千トン（１０８．８％）、石炭３，０１２千トン

（１２８．８％）、自動車２，５０９千トン（１０６．９％）、鉄鋼１，９５９千トン

（１１８．６％）となっている。 
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第８図 神戸港船舶積卸実績の年度別の推移 

 
 

尼崎西宮芦屋港における令和３年度の総取扱貨物量は、２，９１５千トン（９７．６％）であっ

た。品目別では、自動車１，４７５千トン（９５．１％）、鉄鋼８８５千トン（１０５．８％）、金

属くず１５３千トン（１１３．６％）の３品目で全体の約９割を占めている。 

 
第９図 尼崎西宮芦屋港船舶積卸実績の年度別の推移 

 
        （※R2 年度のデータに誤りがありましたので修正を行いました） 

姫路港における令和３年度の総取扱貨物量は、１０，４０４千トン（１１８．８％）であった。

品目別では、鉄鋼５，７２９千トン（１２１．３％）、石炭１，４５５千トン（８７．１％）、金

属くず１，１０８千トン（１３７．０％）の３品目で全体の約８割を占めている。 
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第１０図 姫路港船舶積卸実績の年度別の推移 

 
 

東播磨港における令和３年度の総取扱貨物量は、３０，３４７千トン（１１０．４％）であっ

た。品目別では、金属鉱１１，３０８千トン（１１２．０％）、石炭６，９２７千トン

（１０５．７％）、鉄鋼５，５９０千トン（１０５．３％）の３品目で全体の８割を占めている。 

 

第１１図 東播磨港船舶積卸実績の年度別の推移 

 
 

はしけ稼働実績は、第１２図のとおりである。神戸港における令和４年３月末現在の港運はしけ

保有状況は、計１０９隻５８，３３９積トンであり、令和３年度の輸送実績は７３０千トン

（９５．５％）であった。 
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第１２図 管内のはしけ稼働実績の年度別の推移  

 
 

各港別の沿岸荷役の実績は、第１３図のとおりである。管内における令和３年度の沿岸荷役実績

は８８，８２４千トン（１０２．８５％）であった。 

 

第１３図 管内の沿岸荷役実績の年度別の推移  
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 (3) 港湾労働者の現況 

    神戸港の常用港湾労働者数は、令和４年３月末における港湾労働法上の届出数で５，４３７人

（対前年同月比９８．５５％）であった。 

 

第１４図 神戸港における港湾労働者数（常用）の推移（各年度末現在）   

 

 

（資料）神戸公共職業安定所 
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１ 造船業の現況 

(1) 造船業の施設等の状況 

       造船業の施設等の数は、第１図のとおりである。 

 

 第１図 造船業の施設等数（令和４年８月末日現在） 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
上段：造 船 法 に よ る 許 可(総トン数 500 トン以上又は長さ 50ｍ以上の鋼製の船舶の製造又は修繕) 

中段：造船法による届出(鋼製の船舶以外の船舶で総トン数 20 トン以上又は長さ 15ｍ以上のものの製造又は修繕)  

下段：小型船造船業法による登録(総トン数 20 トン以上又は長さ 15ｍ以上の鋼製の船舶(総トン数 500 トン以上又は長さ 50ｍ以上のものを除く。) 

                及び、総トン数 20 トン以上又は長さ 15ｍ以上の木製の船舶の製造又は修繕) 

 

(2) 船舶の建造・修繕実績 

                             ※（  ）内％は対前年比を示す 

令和３年の管内建造実績は４１隻（１２８．１％）、総トン数は２０，１７７トン(１９２．

２％)であり、令和元年以降増加傾向がみられる。 

また、修繕実績は８３０隻（８７．６％）、工事金額は２４７億円（８５．２％）となり、隻

数・工事金額ともに減少している。 

 

 

 

 

 

          許可
　
　　　　　届出

　　　　　登録
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２ 舶用工業の現況 

(1) 舶用工業事業所数 

管内の舶用工業事業所数は６７事業所で、このうち、中小企業（資本金１億円以下の事業者）

の事業所数は４５事業所であった。 

    

第４図 資本金別・舶用比率別事業所数        第５図 業種別事業所数 

（令和３年１２月３１日現在）        （令和３年１２月３１日現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）船舶用機関又はぎ装品（これらの部分品・附属品を含む）の製造又は修繕のための事業所

（工場）を有し、常時５人以上の従業員を使用している事業所。造船法に基づく報告書をも

とに作成しているため、提出状況により変動がある。「専業」とは、舶用比率が５０％を超

えるものをいう。 
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 (2) 舶用工業の実績 

(ｱ) 生産動向 

    令和３年の管内舶用工業事業者における生産額は、対前年比４．０％増の２，０２１億円とな

った。 

業種別で生産額が増加した製品は、次のとおりである。 

部分品・付属品  １６２億円（前年比  ６１．８％増） 

係船・荷役機械   ３２億円（前年比  ４０．８％増） 

舶用補助機械   １７２億円（前年比  ２５．４％増） 

ぎ装品      １５３億円（前年比  １３．６％増） 

航海用機器    ２２４億円（前年比   １．２％増） 

業種別で生産額が減少した製品は、次のとおりである。 

軸系及びプロペラ １６８億円（前年比  １８．１％減） 

舶用内燃機関  １１１０億円（前年比   １．１％減） 

第６図 生産実績の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７図 令和３年 業種別生産実績 
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(ｲ) 修繕動向 

令和３年の管内舶用工業事業者における修繕額は、対前年比３７．０％増の１３７億円と

なった。 

第８図 令和３年 業種別修繕実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｳ）輸出動向 

令和３年の管内舶用工業製品の輸出額は対前年比５３．２％増の９８４億円となった。 

品目別で輸出額が増加した製品は、次のとおりである。 

ぎ装品      ５．９億円（前年比 ２３３．５％増） 

軸系及びプロペラ  ２１億円（前年比 １６６．４％増） 

船用内燃機関   ６５２億円（前年比  ８０．６％増） 

船用補助機械    ７５億円（前年比  ７３．６％増） 

航海用機器    ２３０億円（前年比   ０．７％増） 

品目別で輸出額が減少した製品は、次のとおりである。 

舶用ボイラ    ０．１億円（前年比  １３．９％減） 

第９図 輸出契約実績の推移 
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第１０図 令和３年 品目別輸出契約実績     第１１図 令和３年 地域別輸出契約実績 

 

  (ｴ) 輸入動向 

令和３年の管内舶用工業事業者による舶用工業製品の輸入額は、対前年比２２．２％増の 

１４８億円となった。 

 

第１２図 輸入実績の推移 
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第１３図 令和３年 品目別輸入実績       第１４図 令和３年 地域別輸入実績 

 

 

３ 造船業・舶用工業対策等 
(1) 人材の育成 

今後少子高齢化が更に進み、他産業との人材獲得競争の激化が想定される中で、造船業の成長

を支える人材の確保・育成の取組の一層強化が不可欠となっており、神戸運輸監理部では人材育

成に関する産官学連携の強化を推進している。 

(ｱ) 地域造船技能研修センターへの支援等 

造船技能者育成のため、平成１６年から地域造船技能研修センターが全国で６カ所設立さ

れた。 

管内では、平成２０年３月に「相生技能研修センター」が設立され、新人向けの知識・技

能や専門技能の教育の場として重要な役割を果たしている。 

なお、令和３年度に実施した同技能研修センターにおける研修は以下のとおりであ 

る。（中止の理由は、新型コロナウイルス感染症の影響によるもの） 

・ 令和３年４月～６月        新人研修      （３社７名） 

・ 令和３年８月           機関仕上げ（３級）（２社２名）（以下は専門技能研

修） 

・ 令和３年１０月（９月より延期）  配管艤装(３級)   （２社２名） 

・ 令和３年１１月（１０月より延期） 機関仕上げ（２級）（４社４名） 

・ 令和３年１１月～１２月      溶接（２・３級）  （中止） 

神戸運輸監理部では、同技能研修センターに対し、地域の造船技能研修センターとして 

の運営、機能強化・拡充等に向けた支援を続けている。 
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 (ｲ)  造船・舶用企業との連携 

造船・舶用企業で就業する若手従業員を対象に、新人研修会を例年実施しているが、令和３

年度においては新型コロナウイルス感染拡大の影響により、やむをえず中止することとなっ

た。 

(ｳ)  教育機関との連携 

神戸運輸監理部では、次世代の海事産業の担い手を育成するため、兵庫県高等学校教育研

究会や神戸舶用工業会と連携して、工業高校の教員・生徒を対象にさまざまな研修を実施し

ている。しかし、令和３年度については前年度に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止

のため実施できなかった。 

 

（2）造船業における労働災害防止指導 

  造船所における労働災害事故防止のため、昭和５８年５月から、造船事業者等が「全国造船安

全衛生対策推進本部」を設置している。神戸運輸監理部では、同本部の西日本総支部兵庫支部の

幹事会に参加するほか、同支部が行う安全衛生相互点検パトロール等に同行するなどの支援、協

力を行っている。令和３年１０月には「２０２１年度 統括安全衛生責任者研修会」が開催され

た。 

 

 

４ 舟艇利用の現況 
(1) 「海の駅」を利用したマリンレジャーの普及推進 

海の駅は、マリンレジャーの普及及び地域・観光振興の観点から、「いつでも、誰でも、気軽

に、安心して立ち寄り、利用でき、憩える場所」として全国各地に展開され、令和４年７月末現

在、 

１７４駅が登録されている。  

神戸運輸監理部は、海の駅ネットワーク関西連絡会事務局の一員として、各種イベントを通

じ、海離れが指摘される子どもや若者を始めとした国民全体に海や船に触れる機会の創出と、海

事・海洋に関する情報発信を行っている。 

管内においては、令和３年２月に「にしのみや・えびす海の駅」が登録され、令和４年７月末

現在、１１駅が｢海の駅｣となっている。（管内「海の駅」の所在については、第１５図のとお

り。） 

また、令和３年度におけるマリンレジャーの普及推進に向けた主な取り組みは、以下のとおり

である。  

(ｱ) 海の駅ネットワーク通常総会への出席（書面開催（令和３年６月１０日書面決議）） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により書面決議 

(ｲ) 関西フローティングボートショーにおける出展（令和３年１０月１５日～１７日） 
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(ｳ) 関西舟艇利用振興対策連絡会議の開催（書面開催（令和４年３月２５日書面決議）） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により書面決議 

(ｴ) 海の駅ネットワーク関西連絡会総会（書面開催（令和４年３月２３日書面決議）） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により書面決議 

 

第１５図 兵庫県内の「海の駅」登録状況（令和４年７月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 海の駅・防災桟橋等の活用による舟艇利用促進事業 

本事業は、災害時の船舶を活用した支援の実施や啓開・復旧・輸送等に係る施設管理者、民間事

業者等の間の情報共有及び連携体制強化の内容を盛り込んだ国土強靱化基本計画を背景に、舟艇の

利用拡大と災害時の舟艇を利用した防災体制の構築・災害対応を両立させることを目的に実施する

ものである。 

神戸運輸監理部においても、小型船舶の特性を考慮するとともに船舶所有者の協力を仰ぎつつ、

防災桟橋等の現有施設を活用した被災地復興支援計画の策定を自治体とともに検討している。 

 

 

５ モーターボート競走の現況 
令和３年度の全国モーターボート競走場の年間売上金額は２３，９２６億円（対前年度比１

４．１％増）となっている。 

一方、尼崎競走場の年間売上金額は７４０億円（対前年度比１８．４％増）となっている。 

No 名称 登録日 

① しんにしのみや海の駅 H16.9.1 

② こうべすま海の駅 H16.9.1 

③ こうべたるみ海の駅 H16.9.1 

④ あわじ交流の翼港海の駅 H17.3.9 

⑤ すもとサントピア海の駅 H18.1.30 

⑥ むろつ海宝海の駅 H18.3.27 

⑦ 南あわじみなと海の駅 H18.10.23 

⑧ あいおい白龍城海の駅 H19.5.13 

⑨ あわじ島つな港海の駅 H25.7.15 

⑩ ひめじいえしま海の駅 H27.4.1 

⑪ 
にしのみや・えびす海の
駅 R3.2.1 

⑧ 

⑩ 

⑨ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

 

③ ② 
① ⑪ 
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兵庫県内には、神戸新開地、姫路、滝野、洲本、朝来、相生の６カ所の場外発売場（ボートレ

ースチケットショップ（BTS））がある。 

 

 

 

第１６図 モーターボート競走売上金額の推移（令和４年３月３１日現在） 

 
※資料出所：BOAT RACE Monthly Report 
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１

１ 船員労働の現況 

(1) 船員の労働組合組織率 

船員法適用船員数及び船員労働組合の組織状況は、次のとおりである。 

 第１図 船員の労働組合組織率             （令和３年１０月１日現在） 

 

注）船員数及び組織船員数は、船員法第 111 条報告による（船員数は、非雇用船員を含まない。）。 

「汽船」は、貨物船・旅客船・専用船を示す。 

「その他」は、曳船・押船・はしけ・作業船・浚渫船・官公庁船等を示す。 

 

 

(2) 船員最低賃金の状況 

最低賃金の決定は、「船員の生計費」、「類似の船員の賃金」、「通常の事業の賃金支払能力」を考

慮して、必要があると認めるときは近畿地方交通審議会に諮問を行うこととなっている。 

令和３年度は、内航団体の労使中央交渉や消費者物価指数等諸般の状況等を考慮し、神戸運輸

監理部長権限にかかる「内航鋼船運航業及び木船運航業」、「海上旅客運送業」、「漁業（沖合底び

き網）」について、令和３年８月１０日に諮問がなされ、近畿地方交通審議会神戸船員部会の下に

各専門部会が設置され調査・審議が行われた。 

その後、令和４年１月７日に各最低賃金の改正について近畿地方交通審議会より答申があった。

これを受けて令和４年２月１８日に改正を決定、同４月１０日に各最低賃金の改正が発効した。 

 

(3) 船員の福利厚生施設の状況 

(ｱ) 宿泊等施設 

管内の宿泊・休憩施設は、次のとおりである。 

      (一財) 日本船員厚生協会 神戸大倉山海員会館（エスカル神戸） 
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  (ｲ) 医療施設 

管内の医療施設は、次のとおりである。 

（公社）日本海員掖済会 神戸掖済会病院      

     （一財）神戸マリナーズ厚生会 神戸マリナーズ厚生会病院 

 

 (4)  船員の確保対策 

船員不足が顕在化してきている中、令和３年度は次のとおり対策事業を実施した。 

(ｱ) 水産系高校生を対象とした内航海運事業者によるインターンシップ助成事業は、３事業 

者の協力を得て１校７名に実施した。 

(ｲ)  新たな分野から船員を確保・育成する事業者を支援する「船員計画雇用促進等事業」  

について７事業者（４１人）に対して４，４００，０００円の助成金を支給した。 

(ｳ)  船員の確保対策を目的として、神戸地区内航船員確保対策協議会、神戸海事地域人材確 

保連携協議会と連携して実施している。詳細は、第１表のとおりである。 

 

第１表 内航船員確保対策事業 

行事名 実施日（回数） 対象 概要 

出前授業 通年 

（９回） 

小・中学生等 海の仕事や船員という仕事に対する関心を深めるこ

とを目的に、総合学習授業に海事関係者を講師とし

て派遣し、海事教材を使用した授業を実施 

 

特別出前授業 通年 

（２回） 

中学校及び 

児童館 

出前授業を受講した中学校の生徒及び児童館の児童

を対象に施設見学等（中学校：コンテナターミナル、

児童館：大阪湾海上交通センター、明石海峡クルー

ズ体験）を実施 

帆船「みらいへ」を活

用した体験乗船会及び

動画撮影・配信 

１０月３日 小学生親子 「神戸地区内航船員確保対策協議会」及び「神戸海

事地域人材確保連携協議会」の協力の下、小学生親

子を対象とした乗船体験会を実施。その様子を撮影

し神戸運輸監理部公式 Youtube チャンネルにて公開 

就活講演会 ６月７日 若年求職者 若者しごと倶楽部などと連携し、内航船員を就業の

選択肢としてもらうことを目的に、同倶楽部が主催

する講演会で「船員の仕事」等について講演を実施。 
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就職面接会（兵庫労働

局との連係） 

不開催     若年求職者 

 

兵庫労働局と連携し、内航船員を就業の選択肢とし

てもらうことを目的に、同局が主催する就職面接会

で船員の仕事・内航海運の紹介するものであるが、

新型コロナ感染拡大防止の観点により不開催 

就職面接会（自衛隊援

護協会との連携） 

１０月１３日 退職自衛官 自衛隊援護協会と連携し、内航船員を就業の選択肢

としてもらうことを目的に、同協会が主催する就職

説明会で船員の仕事・内航海運を紹介 

めざせ！海技者セミナ

ー in KOBE 

１２月２４日 練習船 

実習生等 

（独）海技教育機構練習船「日本丸」・「銀河丸」

の神戸港寄港に合わせ、主に近畿地方の海運事業者

を一堂に会し、企業説明会・合同面接会を開催 

 

(5)  個別労働関係紛争等の処理状況 

令和３年度は、「個別労働関係紛争」、「労働関係に関する相談」は無かった。 

 

２ 船員職業安定業務の現況 

(1) 船員の雇用情勢 

令和３年における船員職業紹介実績は第２表、船員労働需給の状況は第２図のとおりである。 

新規求人数は、令和２年の２６４人から４１人増加して３０５人となり、新規求職数は令和

２年の１９２人から１人増加して１９３人となった。 

なお、有効求人倍率の月間平均は１．４１倍と前年の１．４０倍を０．１ポイント上回った。 

 また、新規求職数の年齢構成は第３図のとおりであり、３０歳代までの若年層は３２．６％

（前年３５．９％）と前年より減少し、５０歳代以上の中高年齢層は４９．８％（前年４４．

８％）と増加した。 

 

第２表 船員職業紹介実績（令和３年１月～令和３年１２月） 

  新規求人数 新規求職数 成立数 
  

 

外 航 ６ 人 ３ 人 ０ 人 月間有効求人数（平均） 

月間有効求職数（平均） 

７９ 

５７ 

人 

人 内 航 ２６１ 人 １５５ 人 ４３ 人 

漁 船 ８ 人 ４ 人 ２ 人 月間有効求人倍率（平均） １．４１ 倍 

その他 ３０ 人 ３１ 人 ５ 人 充 足 率 ４．３ ％ 

計 ３０５ 人 １９３ 人 ５０ 人 就 職 率 ７．２ ％ 
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１ 船員労働の現況 

(1) 船員の労働組合組織率 

船員法適用船員数及び船員労働組合の組織状況は、次のとおりである。 

 第１図 船員の労働組合組織率             （令和３年１０月１日現在） 

 

注）船員数及び組織船員数は、船員法第 111 条報告による（船員数は、非雇用船員を含まない。）。 

「汽船」は、貨物船・旅客船・専用船を示す。 

「その他」は、曳船・押船・はしけ・作業船・浚渫船・官公庁船等を示す。 

 

 

(2) 船員最低賃金の状況 

最低賃金の決定は、「船員の生計費」、「類似の船員の賃金」、「通常の事業の賃金支払能力」を考

慮して、必要があると認めるときは近畿地方交通審議会に諮問を行うこととなっている。 

令和３年度は、内航団体の労使中央交渉や消費者物価指数等諸般の状況等を考慮し、神戸運輸

監理部長権限にかかる「内航鋼船運航業及び木船運航業」、「海上旅客運送業」、「漁業（沖合底び

き網）」について、令和３年８月１０日に諮問がなされ、近畿地方交通審議会神戸船員部会の下に

各専門部会が設置され調査・審議が行われた。 

その後、令和４年１月７日に各最低賃金の改正について近畿地方交通審議会より答申があった。

これを受けて令和４年２月１８日に改正を決定、同４月１０日に各最低賃金の改正が発効した。 

 

(3) 船員の福利厚生施設の状況 

(ｱ) 宿泊等施設 

管内の宿泊・休憩施設は、次のとおりである。 

      (一財) 日本船員厚生協会 神戸大倉山海員会館（エスカル神戸） 
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  (ｲ) 医療施設 

管内の医療施設は、次のとおりである。 

（公社）日本海員掖済会 神戸掖済会病院      

     （一財）神戸マリナーズ厚生会 神戸マリナーズ厚生会病院 

 

 (4)  船員の確保対策 

船員不足が顕在化してきている中、令和３年度は次のとおり対策事業を実施した。 

(ｱ) 水産系高校生を対象とした内航海運事業者によるインターンシップ助成事業は、３事業 

者の協力を得て１校７名に実施した。 

(ｲ)  新たな分野から船員を確保・育成する事業者を支援する「船員計画雇用促進等事業」  

について７事業者（４１人）に対して４，４００，０００円の助成金を支給した。 

(ｳ)  船員の確保対策を目的として、神戸地区内航船員確保対策協議会、神戸海事地域人材確 

保連携協議会と連携して実施している。詳細は、第１表のとおりである。 

 

第１表 内航船員確保対策事業 

行事名 実施日（回数） 対象 概要 

出前授業 通年 

（９回） 

小・中学生等 海の仕事や船員という仕事に対する関心を深めるこ

とを目的に、総合学習授業に海事関係者を講師とし

て派遣し、海事教材を使用した授業を実施 

 

特別出前授業 通年 

（２回） 

中学校及び 

児童館 

出前授業を受講した中学校の生徒及び児童館の児童

を対象に施設見学等（中学校：コンテナターミナル、

児童館：大阪湾海上交通センター、明石海峡クルー

ズ体験）を実施 

帆船「みらいへ」を活

用した体験乗船会及び

動画撮影・配信 

１０月３日 小学生親子 「神戸地区内航船員確保対策協議会」及び「神戸海

事地域人材確保連携協議会」の協力の下、小学生親

子を対象とした乗船体験会を実施。その様子を撮影

し神戸運輸監理部公式 Youtube チャンネルにて公開 

就活講演会 ６月７日 若年求職者 若者しごと倶楽部などと連携し、内航船員を就業の

選択肢としてもらうことを目的に、同倶楽部が主催

する講演会で「船員の仕事」等について講演を実施。 
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就職面接会（兵庫労働

局との連係） 

不開催     若年求職者 

 

兵庫労働局と連携し、内航船員を就業の選択肢とし

てもらうことを目的に、同局が主催する就職面接会

で船員の仕事・内航海運の紹介するものであるが、

新型コロナ感染拡大防止の観点により不開催 

就職面接会（自衛隊援

護協会との連携） 

１０月１３日 退職自衛官 自衛隊援護協会と連携し、内航船員を就業の選択肢

としてもらうことを目的に、同協会が主催する就職

説明会で船員の仕事・内航海運を紹介 

めざせ！海技者セミナ

ー in KOBE 

１２月２４日 練習船 

実習生等 

（独）海技教育機構練習船「日本丸」・「銀河丸」

の神戸港寄港に合わせ、主に近畿地方の海運事業者

を一堂に会し、企業説明会・合同面接会を開催 

 

(5)  個別労働関係紛争等の処理状況 

令和３年度は、「個別労働関係紛争」、「労働関係に関する相談」は無かった。 

 

２ 船員職業安定業務の現況 

(1) 船員の雇用情勢 

令和３年における船員職業紹介実績は第２表、船員労働需給の状況は第２図のとおりである。 

新規求人数は、令和２年の２６４人から４１人増加して３０５人となり、新規求職数は令和

２年の１９２人から１人増加して１９３人となった。 

なお、有効求人倍率の月間平均は１．４１倍と前年の１．４０倍を０．１ポイント上回った。 

 また、新規求職数の年齢構成は第３図のとおりであり、３０歳代までの若年層は３２．６％

（前年３５．９％）と前年より減少し、５０歳代以上の中高年齢層は４９．８％（前年４４．

８％）と増加した。 

 

第２表 船員職業紹介実績（令和３年１月～令和３年１２月） 

  新規求人数 新規求職数 成立数 
  

 

外 航 ６ 人 ３ 人 ０ 人 月間有効求人数（平均） 

月間有効求職数（平均） 

７９ 

５７ 

人 

人 内 航 ２６１ 人 １５５ 人 ４３ 人 

漁 船 ８ 人 ４ 人 ２ 人 月間有効求人倍率（平均） １．４１ 倍 

その他 ３０ 人 ３１ 人 ５ 人 充 足 率 ４．３ ％ 

計 ３０５ 人 １９３ 人 ５０ 人 就 職 率 ７．２ ％ 
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第２図 船員労働需給の状況（令和３年１月～令和３年１２月） 

 

第３図 新規求職数の年齢構成（令和３年１月～令和３年１２月） 

 

 

                   

                                     

              

       計１９３人                                

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 雇用促進等対策 

      (ｱ)  求人開拓 

管内の船員需給状況を把握するとともに、船員の雇用機会の拡大と事業者の船員確保を 

進めるために、次のとおり実施した。 
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 訪問事業者数        ４社 

 求人票提出事業者数     ０社 

  就職成立数         ０人 

 

       (ｲ)  就職促進対策  

令和３年度の雇用保険失業等給付受給資格者への再就職の促進に必要な公共職業訓練 

受講指示については、次のとおり実施した。 

（独）海技教育機構海技大学校 ４級海技士（航海）１人、５級海技士（航海）１人 

（一財）尾道海技学院     ６級海技士（機関）１人 

 

 (3)  雇用保険に係る失業等給付 

令和３年度における雇用保険に係る失業等給付は、次のとおり実施した。 

受給者数          ３９名（実人数） 

支給件数         １１５件（延べ件数） 

支給額   ２３，５３８，２６２円 

 

(4) 船員派遣事業 

船員派遣事業の許可事業者数は、１３社（令和４年３月末現在）である。 

 

(5) 学校等が行う無料の船員職業紹介事業について 

(ｱ) 学校が行う船員職業紹介事業 

学校が行う無料の船員職業紹介事業の届出事業者は、２校（令和４年３月末現在：国立

大学法人神戸大学、兵庫県立香住高等学校）である。 

      (ｲ) 団体が行う船員職業紹介事業 

          無料の船員職業紹介事業の許可は、２団体（令和４年３月末現在：浜坂漁業協同組合、 

但馬漁業協同組合）が受けている。 
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 訪問事業者数        ４社 

 求人票提出事業者数     ０社 

  就職成立数         ０人 

 

       (ｲ)  就職促進対策  

令和３年度の雇用保険失業等給付受給資格者への再就職の促進に必要な公共職業訓練 

受講指示については、次のとおり実施した。 

（独）海技教育機構海技大学校 ４級海技士（航海）１人、５級海技士（航海）１人 

（一財）尾道海技学院     ６級海技士（機関）１人 

 

 (3)  雇用保険に係る失業等給付 

令和３年度における雇用保険に係る失業等給付は、次のとおり実施した。 

受給者数          ３９名（実人数） 

支給件数         １１５件（延べ件数） 

支給額   ２３，５３８，２６２円 

 

(4) 船員派遣事業 

船員派遣事業の許可事業者数は、１３社（令和４年３月末現在）である。 

 

(5) 学校等が行う無料の船員職業紹介事業について 

(ｱ) 学校が行う船員職業紹介事業 

学校が行う無料の船員職業紹介事業の届出事業者は、２校（令和４年３月末現在：国立

大学法人神戸大学、兵庫県立香住高等学校）である。 

      (ｲ) 団体が行う船員職業紹介事業 

          無料の船員職業紹介事業の許可は、２団体（令和４年３月末現在：浜坂漁業協同組合、 

但馬漁業協同組合）が受けている。 


